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補助金名 地域交流広場等管理運営事業補助金

1,730

昭和４３ 45年度 年度

1,750
62

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではあり
ません。また、当該年度は当初予算額を記載しております。

（公募の場合）
公募時期

補助金の目的
及び

補助対象事業

経過年数

【目的】
　地域において、幼児から高齢者までの住民のために、空き地を利用して自由に交流で
きる場を自主的に設置し、管理運営する地域住民団体に対し、必要な助成を行うことに
より、地域住民の交流の促進に寄与するこを目的とする。
【補助対象事業】
・地域交流広場を管理運営する地域住民団体に対し、地域交流広場の管理運営に要
　する経費

補助開始年度

1,720

交付先決定方法 　　　□　非公募

1,670

       補助金調書

交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

　　　　 前年度 前々年度 前々々年度

担当課
（連絡先）

市民局コミュニティ推進部
コミュニティ推進課

（ＴＥＬ　７３３－５１６１　）

61 62

地域住民団体 区分 その他の補助金

交付対象経費及び
補助金の算定方法

等
　□　定額

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
・年額３０，０００円の範囲内で、管理運営事業補助金を交付する。
（経過措置）
・旧児童広場（平成７年４月１日要綱廃止）については、下記の範囲内で、管理運
営事業補助金を交付する。
　（１）面積が５０平方メートル以上１００平方メートル未満の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額　１０，０００円
　（２）面積が１００平方メートル以上３００平方メートル未満の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額　２０，０００円
　（３）面積が３００平方メートル以上１，０００平方メートル未満の場合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年額　３０，０００円

交　付　先 □　団体

（公募の場合）
応募要件

前年度補助事業
の主な実施概要

　全６１件の地域交流広場及び旧児童広場の管理運営委員会に対し、補助金を交付。
　（地域交流広場については、１箇所年度途中に廃止）
　主に運営会議や除草・清掃活動、遊具点検などを実施。

補助金交付
による効果

　地域交流広場は地域住民団体が自主的に設置し、管理運営を行っており、管理運営
に要する経費負担の軽減を図ることにより、地域住民の交流の促進に寄与している。
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